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取得した創設農用地換地に係る不動産取得税の課税標準額の１／３を控除 

特例措置の概要 
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農用地区域内（工事後） 

  

  

  

 
 

 
 

 
 

 

  

  

 

  
  

創設農用地換地 
（特例措置適用） 

農用地利用集積
計画によりＡに集
積された農地 
（特例措置適用） 

   

   
 

  

  

  

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

  

  
 

Ｂ ：ほ場整備実施地区外の農家 

  

  
  

   

   
 

  

  
  

   

   
 

対応換地 
（非課税） 

 同等の効果 

 

農用地利用集積計画 
によりＡに所有権移転 

（特例措置適用） 

土地改良法に基づく創設農用地換地を取得した場合における不動産取得税の課税標準の特例措置 

 

換地処分 
（一括して権利設定） 
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農用地区域内（工事前） 

 換地処分 

現状と同様の特例措置を２年間延長（平成２７年３月３１日まで） 

 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計

画により、農用地区域内の農地を取得する場合も同様

の特例措置が適用される（地方税法附則第11条第１項）。 

 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計

画により、農用地区域内の農地を取得する場合も同様

の特例措置が適用される（地方税法附則第11条第１項）。 
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（別紙１）

※H18.4.1～H27.3.31の間の税率は３％ 
（地方税法附則第11条の２）  


